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日 時 令和7年3月16日（日）10:00～11:45 

場 所 志津南まちづくりセンター大会議室 

出席者 令和6年度理事 

（会長）四方 （副会長）高岡、佐藤 

 (理事) 中村、松永、林、安部、佐野、正野、窪田、長井、大嶽（代理 濱田）、 

馬場、稲岡、石田（治）、森下、小崎、金田、河辺（欠席：妹尾、石田、中尾、荒木） 

     令和7年度理事（候補） 

（会長）四方 （副会長）高岡、佐藤、河辺 

（理事）山口、岡、石田（治）、浅田、酒井、永尾、中井、神谷、鈴木、大嶽（代理 濱田）、片倉、 

    岡島、守本、植木 （欠席：六反田） 

(事務局）長谷川、岸田、金馬                          <敬称略> 
 
添付のまちづくり協議会令和 6年度第 4回新旧合同理事会次第（添付資料①、②）にそって進められた。 
１．審議事項 

審議事項は、平成６年度理事会メンバーによる審議・議決となる。 
（１） 組織改編 

まちづくり協議会令和７年度定時総会（4/20(日)10:00 開始予定）議案書（案）（出席者には事前配付
済み）中の３号議案会則改定（組織改編）について、添付資料に基づき説明された。 

１）組織改編：環境美化学区コーディネート、交通防犯学区コーディネート、青少年育成委員会、ふれ

あい実行委員会を対象とする変更の狙い、その具体的内容。 

質疑応答 

（質）青少年育成委員会：本年度、こども 110 番コーン設置とそのマニュアル（緊急時対応）が届

いたが、例えば独居高齢者ではとても対応できない内容も記載されている。本

部直轄組織改編により、後は機械的に各町内会長に連絡する（町内会に任せた）

では現場は困惑する。⇒（答）４月理事会で独居高齢者宅等への配慮も含め、

こども 110番について説明の場を設ける、などの工夫をします。 

（質）本部直轄の委員会から各会長に連絡が来る場合、各町内の担当専門委員が実際に行動・活動

したうえで町内から本部直轄委員会に連絡を返すので大丈夫か？ 

         ⇒（答）問題ありません。 

（質）環境美化：若草地区の予算策定・執行、本部直轄組織との関係は⇒（答）若草地区協働活動

での環境美化（予算）に関する件は、同地区協活動で実施して貰いたい。 

（質）若草 1丁目から 8丁目をひとくくりとする組織をまち協組織図に記載することを要望する。 

（２）令和７年度「地区防災計画」策定（会長より説明） 

①令和６年度「学区防災のありかたを考える」特別委員会の答申書内容の概要説明、②令和７年度

「地区防災計画」策定の進め方： 

 （質）若草・岡本西地区は、まち協とは別個に防災計画を討議・考えて来ているが、それと今回 

の内容とには齟齬を感じる。もっとコミュニケーション取って貰いたい。 

⇒（答）今回地区防災計画策定を通じて齟齬が無いようにコミュニケーションを取ります。 

（質）避難場所運営の責任者は、町内会長となっている（市文書）ことを確認したい。それを踏ま 

え、市主催の町内会長対象の研修のキャパ（参加人数）、開催時期を改善して欲しい。 

市へ要望を出して欲しい。⇒（答）市へ要望します。 

(３)令和７年度 会長・副会長・監事・顧問の提案（４号議案役員選出について） 

        候補：会長（四方）、副会長（高岡・佐藤・河辺（現社会福祉協議会会長）、監事(中村・馬場)、+

顧問（妹尾） 

      （質）令和 7 年度監事（候補）より、監事業務遂行の為には活動計画・実績内容を把握することが

必須ですので、改めて説明頂きたい。⇒（答）勿論です。 
（４）令和７年度定時総会議案書 

特記事項 
✓ 決算内容は 3月末をもって確定する（4月 5日に監査予定）。その数字を同議案書に反映する。 
✓ 草津市からの防災計画策定補助金を活用予定。 
✓ 平成 7 年度活動計画 スポーツ振興に関し、追加（スポレク：7/6、チャレンジスポーツデー：
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11月、ボーリング大会：2月）。 
✓ 第 2回理事会は、9/6開催に修正。 
✓ 5号議案（令和 7年度活動計画）に、まちづくりセンターの活動を明記。 
 

    （１）、（２）、（３）、（４）は、提案通りの内容で承認。 
 
２．報告・連絡事項 
 （１）理事から 
   ＜スポーツ振興委員会＞ 
    平成 7年度活動計画について説明あり（上記）。 
 
（１） 事務局から 
  【グループ LINE関係】 
  ・令和 6年度のグループ LINE「志津南まち協理事会 2024」は、3月 31日をもって削除します。令和 6  

年度理事は、各自グループを退会下さい。ご不明の時には事務局に連絡をお願いします。 
   ・令和 7 年度理事会メンバー間の連絡手段としての、グループ LINE を新たに開設します。ご協力お願い

します。 

   【ホームページ（HP関係】 

・令和 7年度町内会(自治会)会長、まち協所属団体長に対し、HP管理画面アクセスに必須な ID・パスワ 

ード貸与の前提となるための誓約書提出をお願いします。アクセスに関する具体的説明は、4月 20日の

令和 7年度第 1回理事会で実施予定。 
 

３．新年度（令和 7年 4月～）予定 
  ・令和 7年度定時総会：4月 20日(日) 10：00～ 

・第 1回理事会：4月 20(日)11：00（定時総会終了後） 
志津南まちづくりセンター大会議室 

・第２回理事会：9月 6日(土) 10：00～ 

（場所未定） 

・第３回（新旧合同）理事会：令和 8年 3月 15日(日) 10：00～ 

志津南まちづくりセンター 大会議室 

 

  

                                           以上 


